
 

仕 様 書 
 
１．件名 

消耗品購入（非常用保存飲料水等）（本局等） 
 

２．仕様及び調達数量 
商品名 メーカー 品番 単位 数量 

非常用保存飲料水 5 年保存水２L ６本入り 富士ミネラルウォーター

（株） 

4082081350 箱 100 

缶入りミルクビスケット保存缶（5 年） 24 缶 （株）ブルボン 4082118217 箱 24 
缶入りクラッカー保存缶（5 年） 24 缶 （株）ブルボン 4082118216 箱 24 

 
３．納入場所 

別紙のとおり 
 

４．納入について 
（１）令和８年２月２７日（金）までに所定の納品先へ納入を行うこと。 
（２）納入する物品は、新品であること。 
（３）納入にあたっては、当局職員の検査を受けたのち、指示する場所へ運び入れることとし、検

査合格後、納入完了とする。なお、検査の結果、全部または一部に不合格を生じた場合には、

受注者は直ちに当該物品を引取り、その代替品を指定した日時までに納入するものとする。

なお、交換に要した費用は受注者が負担するものする。   

     
５．請求及び支払い 
（１）代金の請求は、検査合格後に書面にて行うものとする。 
（２）適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に指定銀行口座に払い込むことにより支払

うものとする。なお、発注者の責に帰する事由により、支払が遅延した場合は、約定期間

満了日の翌日から起算して支払日までの日数に応じて未払金額に年２．５％の率を乗じて

計算した金額を遅延利息として支払うものとする。 

（３）消費税及び地方消費税に相当する金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

るものとする。        
 
６．その他 
（１）送料、組立設置費、引取料等、本件の履行に要するすべての経費を契約金額に含むものとす

る。 
（２）本仕様に基づく全ての作業において発注者が提供した業務上の情報は、契約期間はもとより

契約終了後においても第三者に開示または漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を



 

講じること。 
（３）本仕様書に記載のない事項、または契約履行上生じた疑義については、担当者と協議を行い、

担当者の指示に従うこと。 
 
７．担当者 
  四国運輸局総務部会計課 調度係 
  ０８７－８０２－６７１７ 
 



【別紙】

非常用保存水 クラッカー ミルクビスケット

〒７７０－０９４１

〒７７１－１１５６

〒７６１－８０２３

〒７９１－１１１３
松山市森松町１０７０

今治市東門町４－３－１６

〒７９８－０００３

〒７８０－８０１０

〒７８１－５１０３

〒７６０ー００１９

１００箱 ２４箱 ２４箱

３箱 3箱

10箱 ３箱

合計

3箱

【徳島運輸支局】  （本庁舎）  ０８８－６２２－７６２２
10箱 ２箱 ２箱

徳島市万代町３丁目５－２徳島第２地方合同庁舎   
【 徳島運輸支局】  （応神町庁舎）０８８－６４１－４８１１

10箱 ３箱 3箱
徳島市応神町応神産業団地１－１ 
 【香川運輸支局】    ０８７－８８２－１３５７

10箱

4箱 4箱

高松市鬼無町字佐藤２０－１

 【宇和島海事事務所】　０８９５－２２－０２６０
５箱 ２箱 ２箱

宇和島市住吉町３丁目１－３　宇和島港湾合同庁舎　

【今治海事事務所】　０８９８－３３－９００１
10箱 ３箱 3箱〒７９４－００３３

 【愛媛運輸支局】   ０８９－９５６－９９５７

１箱 1箱
高知市桟橋通５丁目４－５５
【高知運輸支局】  （大津庁舎）　０８８－８６６－７３１１

10箱 ３箱 ３箱
高知市大津乙１８７９－１

【 高知運輸支局】  （本庁舎）０８８－８３２－１１７５
10箱

25箱
【四国運輸局】（本局）  

高松市サンポート3番33号
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